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　新型コロナウイルス感染症に罹患された方々及びそのご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

また、医療従事者の皆様をはじめ感染防止にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。

　このたび政府による一都三県に対する緊急事態宣言の発令及び一部自治体からも独自の緊急事態宣言が発

令されたことを受け、一部店舗の営業時間短縮の継続、変更を実施する事といたしましたのでお知らせいたしま

す。引き続き弊社店舗へのご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。

記

１. 政府の緊急事態宣言発令に伴う対応について

対象店舗 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の全部門全店

対象期間 2021年1月8日（金）～2月7日（日）まで

対応 20時閉店（ラストオーダー19時50分）

アルコールの提供は19時まで

2. 栃木県からの要請を受けて

対象店舗 木曽路宇都宮店

対象期間 2021年1月8日（金）～1月22日（金）まで

対応 同上

3. 群馬県からの要請を受けて

対象店舗 木曽路高崎店、木曽路前橋店

対象期間 2021年1月12日（火）～1月25日（月）まで

対応 同上

　また今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や政府及び自治体からの要請により対象店舗や

期間の変更等を行なう場合がございます。その場合には当社ホームページ内にて随時お知らせいたします

ので、ご確認をお願いいたします。

4. 業績に与える影響

本件による2021年３月期業績に与える影響につきましては、現時点においては未定であり、今後、開示す

べき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以　上

「飲食店の営業時間短縮要請」に伴う対応について


